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三木義一
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源泉徴収
（1）
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証券会社のみなし配当源泉徴収は違法です！
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CFC対策税制 リヒテンシュタイン事例

（2）2025年9月12日判決
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（3）必要経費 国税は最高裁に従わないのか？
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（4）個人事業税と保険外交員
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令和7年3月4日 東京地裁判決 タインズ未収録争点

使用人か 代理業か

自分たちは代理権をもっていない
原告らの事



11

１０月２日 東京高裁判決

保険外交員に事業税（動画）
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（5）遺族年金受給権・内外の差？？
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相続税法 （相続又は遺贈により取得したものとみなす場合）

第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲
げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。

六 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金（これに係る一時金を含む。）に関する権
利で契約に基づくもの以外のもの（恩給法（大正十二年法律第四十八号）の規定による扶助料に
関する権利を除く。）を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者につい
て、当該定期金に関する権利（第二号に掲げる給与に該当するものを除く。）

２ 前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担
した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は
第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を
相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担
した保険料又は掛金については、この限りでない。

３ 第一項第三号又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険
料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす
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（定期金に関する権利の評価）

第二十四条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発
生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該
各号に定める金額による。

三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべ
き解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得
した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令
で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契
約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

５ 前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以
外のものの価額の評価について準用する。
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厚生年金保険法
（受給権の保護及び公課の禁止）

第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることが
できない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分（その例による処分を含
む。）により差し押える場合は、この限りでない。

２ 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課すること
ができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
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コラム
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（6−1）固定資産税の戦い方と課題

放置されていた建物編

令和５年１０⽉４⽇ 札幌地裁判決 Ｚ９９９−８４９９

令和６年４⽉１９⽇ 札幌高裁判決 Ｚ９９９－８５２０

最⾼裁令和6年10月1日・その後
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ある自治体が土地・建物を8500万円で公売

建物の見積価額 ２７００万円

ところが固定資産税の評価額は 3億3000万円

⻑期間放置され、公売された建物の固定資産税評価額

落札価額 ８９００万円
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（6−１）“ 判決後

（6−2）土地評価・別荘地

安曇野市の実例（⼝頭で）
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（6−３）固定資産税
４ 市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）、輸出入取引法（昭和２７年法律第２
９９号）、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）、中小企業団体の
組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）、酒税の保全及び酒類業組合等に関
する法律（昭和２８年法律第７号）、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１
号）及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第
１６４号）による組合（信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含
む。）、連合会（信用協同組合連合会（中小企業等協同組合法第９条の９第１項第１
号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第３４９条の３第２３項において同
じ。）を除く。）及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合
連合会、国⺠健康保険組合及び国⺠健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国
家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び
地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年
⾦連合会、国⺠年⾦基⾦及び国⺠年⾦基⾦連合会、法⼈である労働組合、職員団体等
に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、た
ばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協
同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫
に対しては、固定資産税を課することができない。
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（7）別表２第４号
日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律（昭和二十四年法律第九十一号）第一条
（定義）に規定する郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票（以下この号 及び別表第二の二にお
いて「郵便切手類」という。）の譲渡 及び簡易郵便局法（昭和二十四年法律第二百十三号）第七条第
一項（簡易郵便局の設置 及び受託者の呼称）に規定する委託業務を行う施設 若しくは郵便切手類販売
所等に関する法律第三条（郵便切手類販売所等の設置）に規定する郵便切手類販売所（同法第四条第
三項（郵便切手類の販売等）の規定による承認に係る場所（以下この号において「承認販売所」とい
う。）を含む。）における郵便切手類 又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律（昭和二十三年
法律第百四十二号）第三条第一項各号（印紙の売渡し場所）に定める所（承認販売所を含む。）若し
くは同法第四条第一項（自動車検査登録印紙の売渡し場所）に規定する所における同法第三条第一項
各号に掲げる印紙 若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙（同表において「印紙」
と総称する。）の譲渡
ロ
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（３）この点、処分庁は、請求人は、郵便局等から郵便はがきを購入しておりこれが「非課
税取引」（非課税仕入れ）に該当するとし、また、請求人は郵便はがきを本件各取引先に譲
渡しており、これが「課税取引」（課税売上げ）に該当する、ということを前提としている。

そして、本件の課税標準額を「本件申告書に記載された課税標準額と同額である。」
（答弁書９ページ目の「イ 消費税」の「（イ）課税標準額」）と主張する。

ア これに対し、請求人の主張は、まず、事実認定の問題として、請求人は顧客（本件各
取引先）からの依頼ないし指示に従って郵便はがきを郵便局等から立替購入等していたとい
うものである（実際の取引は、請求人は顧客から年賀はがきの必要枚数を指定された後にこ
れを郵便局に伝え、郵便局側が必要枚数を用意し、郵便局から直接顧客の指定した場所に納
品するという流れで行われ、請求人は、いったん郵便局に代金を立替払いするが、納品後に
速やかに顧客から返済されていた。）
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私の邪推
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（8）損害賠償 東京地令和6年9月2日 1400万円



27

平成24年父
死亡
相続登記なし

借地だったが、
⺟が取得し、
⺟で登記

相続人

損害賠償
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３項の相続財産を譲渡する場合に留意しておかねばならないポイントを箇条書きで示してください。

ご提示いただいた情報に基づき、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」（3,000万円特別控除）のうち、**被相続人居住用家屋等の譲渡（第三十五条第三項）**の特例を受けるために特に留意すべきチェックポイ
ントを以下に箇条書きで示します。
被相続人居住用家屋等の譲渡（第三項特例）に関する留意点
1. 基本的な期間・価格・控除額に関する要件
• 譲渡期間の制限：譲渡（対象譲渡）は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に行われる必要がある。
• 相続開始からの期間制限：譲渡は、当該相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行う必要がある。
• 譲渡対価の制限：その譲渡の対価の額が1億円を超えないこと。
• 控除額の制限（複数相続人）：当該家屋等の取得をした相続人の数が3人以上である場合、控除できる金額の上限は2,000万円となる。
• 他の特例との重複適用禁止：第三十九条の規定の適用を受ける譲渡ではないこと。
• 再適用禁止：当該相続人が、既に当該相続又は遺贈に係る対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合、再度適用を受けることはできない。
2. 特例対象となる家屋（被相続人居住用家屋）の要件
• 建築時期：当該家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
• 建物の種類：建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物（マンション等）でないこと。
• 単独居住要件：相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。
◦ 注: 特定事由により居住の用に供されていなかった場合でも、その直前において被相続人以外に居住者がいなかったことが要件となる。

• 家屋・敷地等の定義：相続開始の直前において被相続人の居住の用（特定事由による居住を含む）に供されていた家屋およびその敷地等であること。
3. 譲渡時までの利用状況と状態に関する要件
特例の対象となるのは以下のいずれかの譲渡形態に限られ、原則として相続の時から譲渡の時まで、家屋及び敷地等が事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないことが求められる。
1. 家屋付きのまま譲渡する場合（第三項第一号）:
◦ 家屋及び敷地等が、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないこと。
◦ 譲渡の時において、当該家屋が耐震基準に適合するものであること。

2. 更地にして譲渡する場合（第三項第二号）:
◦ 家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後、又はその全部が滅失をした後に対象譲渡をすること。
◦ 家屋が相続の時から取壊し、除却、又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないこと。
◦ 敷地等が取壊し、除却、又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

3. 譲渡後に対処する場合（第三項第三号）:
◦ 家屋及び敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていたことがないこと。
◦ 当該譲渡の時から翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は当該家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。

4. 1億円超の譲渡に関する細かな確認事項
この特例の適用は、当該譲渡を含む一連の譲渡の対価の合計額が1億円を超えないことが重要です。
• 適用前譲渡の確認（合計額制限）：対象譲渡をした日の属する年の12月31日までの間に、被相続人の居住の用に供されていた一体の家屋等（対象譲渡資産一体家屋等）を譲渡（適用前譲渡）している場合、適用
前譲渡に係る対価の額と対象譲渡に係る対価の額との合計額が1億円を超えないこと。
• 適用後譲渡の確認と修正申告義務：対象譲渡日の翌年1月1日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡（適用後譲渡）をした場合、その合計額（適用前譲渡がある
場合はその合計額）が1億円を超えると特例は適用されない。
• 修正申告の期限：適用後譲渡により合計額が1億円を超えた場合、居住用家屋取得相続人がその適用後譲渡をした日から4月を経過する日までに、当該対象譲渡をした年分の所得税について修正申告書を提出し、
納付しなければならない。
5. 相続人相互の通知義務
• 通知の義務：特例の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、譲渡日、その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
• 再通知の義務：通知を受けた他の相続人で、適用前譲渡や適用後譲渡をした者は、遅滞なく、その譲渡の対価の額などの事項を通知をした者に対し再通知しなければならない。
6. 申告手続きに関する留意点
• 確定申告書への記載と添付：特例の適用を受けるためには、その譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、譲渡所得の金額の計算
に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付があることが必須である 。
• やむを得ない事情による提出：確定申告書の提出や記載・添付がなかった場合でも、やむを得ない事情があると税務署⻑が認めた場合に限り、必要な書類の提出があった時点で特例を適⽤できる場合がある 。
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どうすればいいのか？

AIちゃんを税理士のAI人に！
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おわりに


